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１．協議議事録

面談要約：

１．副学長より歓迎のあいさつと日本とのこれまでの関係、その支援へのお礼が述べられた。今

回の調査にはできる限り協力する。

２．医学部長より、唯一の医療人材育成の機関として、1991 年以降、再教育の重要性が増し、特

に地方において遠隔教育の必要性は大きい。

３．佐々木所員が、今回の調査への協力に対するお礼（執務室の提供）と今回の調査の目的（地

方の医療改善を含めた保健分野全体の現状解決のために最も適した案件を検討するための情報

収集と調査であり、対モンゴル援助計画に基づいて、地方開発の一環として中央に位置する本

大学への直接的な裨益を受けないこともある） 等を述べ、今後の情報収集への協力を依頼した。

４．渡慶次団員よりモンゴル国の初印象（距離的には近いこと、人々の顔つきがあまり変わらな

いことなど）を述べ、質問票への回答を含めた今回の調査への協力をお願いした。

面談・視察日時 2006年２月６日（月）　９時30分～12時 00分

訪問先 健康科学大学

先方：Prof. S. Narantuya（副学長）

面談者
　　　Dr. Artaisaikhan（医学部長）

　　　 　　　Dr. B. Amarsaikhan（アマルサイハン）（歯学部長）

当方：佐々木所員、エンヘ所員、渡慶次団員、アムラ団員

入手収集資料 ・Health Sciences University of Mongolia

No. 1
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面談要約：

１．保健省の組織は大きな編成があったこともあり、最新の情報を提供するため、組織図は質問

票に対する回答とともに 2/15（水）に渡せる。

２．地方の視察について、保健省から地方の各関係機関に連絡をとり、官団員の訪問時に保健省

職員を同行させる。質問票については、保健省で入手できる項目以外について、地方の保健医

療機関に回答を依頼する。　　

３．地域の中核病院として位置づけられている地域検査診断センターは３か所（東部地域：ドル

ノド県、南部地域：南ゴビ県、西部地域：ホブド県）あるが、病院が所在する県は位置的に東

部と西部になるが、あまり差はない。ただし、西部に位置する県はカザフスタンが隣国という

こともあってカザフ民族が多い。また、水源の問題があるという県もある。

４．人材育成の問題として、人材の配置が不適当（都市に集中し、地方には医師が不在。実際に、

381 か所の村で 340 人の医師が不在）であるため、その対策として、下記のように承認されて

いる。①地方に勤務する医師には多少のインセンティブ（給料の割り増し）を提供する。②５

年間勤務した医師に対して、６か月のボーナスを支給する。③大学卒業後、２年間の地方での

勤務を義務づけ、その後、免許試験を実施し、ライセンスを認定する。④地方にある医学部の

分校に地域出身者を優先して入学させ、卒業後そのまま地域に勤務させる。

５．現在、教育省の管轄にある健康科学大学を保健省管轄にしたいと希望しているが、法律上、

見込みがでてきた。

６．ADBの現在進行中の2ndフェーズの保健開発プロジェクトについては全部を把握しているわ

けではなく、医療サービスの財源を人口で算出し、その財源を保健分野の支出で、住民の健康

促進につながるなら良いとする試みを実施しており、興味深いといえる。　

７．地域の医療サービスの改善で、地方で必要としているのは、人材育成、医療機材の整備

（８万4,000種ある機材のうち、８割が1980年代の製造である）であり、検査機器の整備には、

WHO の技術支援が一部入っている。

８．個人的な意見として、「保健医療マスタープラン」に沿って日本に期待したい分野は「保健

面談・視察日時 2006年２月６日（月）　14時 00分～ 15時 30分

訪問先 保健省

先方：Dr. I. Bat Erdene（保健医療サービス局・局長代行）

面談者 　　　Mr. L. Banzar（国際協力課）

当方：佐々木所員、エンヘ所員、渡慶次団員、アムラ団員

入手収集資料 ・HEALTH SECTOR STRTEGIC MASTER PLAN 2006-2015, Vol.1 ,2005

No. 2
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医療サービス」と「ケアの質」である。次のアポの予約のため、詳細には聞く時間がなかった

ため、日をあらためて、局長と協議する。
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面談要約：

１．2006年から2007年にかけて実施するプロジェクトが18（詳細な情報は後日入手予定）あり、

その内容は栄養、保健財源、タバコ、人材育成、精神保健と中毒など広範囲な支援となってい

る。しかし、いずれのプロジェクトにおいても資金が不足しており、日本からの資金協力を期

待したい。

２．WHOが地域の保健医療の現場で、即急な支援が必要と考えるのは、基礎検査設備（顕微鏡、

遠心機器、簡易血液検査キット等）の不備である。

３．EPIプログラムでは、絶対的にワクチンが不足しており、また、-30度の環境においてワクチ

ンを凍結させないための保存が必要など、冬期のモンゴル国独自の問題がある。

４．村レベルで最も緊急なものは水であり、水不足からくる感染症の発症例は多い。医師が手す

ら洗えずに、出産や感染した患者の治療に携わっているのが現状である。NGOの支援によって

いくつかの村に泉の水を提供している。　　

５．WHO の教訓で、人材育成の支援の際、参加者へのインセンティブがないとまったくうまく

いかないので注意が必要である。WHO主催の研修のための教材はほとんどの分野をカバーし

ており、十分にある。すべてモンゴル語である。　　

６．保健省から発行されている年次報告書は詳細な保健データが網羅されており、有益であるの

で、ぜひ入手し、参考にするとよい。　

７．３年もかけて策定した「保健医療マスタープラン」なので、プログラムを計画する際には、

戦略に沿うようにしているが、実際的に、戦略のみで、具体的な活動が明記されていないのが

やや不満である。　

面談・視察日時 2006年２月６日（月）　15時 30分～ 16時 30分

訪問先 WHO

先方：Dr. Mendsaikhan（EPI予防接種アドバイザー）

面談者
　 　　　Dr. L. M. Gonalez V.（オフィサー、感染症サーベイランス応答）

　　　 　　　Dr. S.R.Govind（公衆衛生専門家）

当方：渡慶次団員

入手収集資料
・PLAN ACTION:STRENGTHING THE EARLY WARNING AND RESPONSE

　(EWAR) SYSTEM IN MONGOLIA 2006-2007, MOH

No. 3
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面談要約：

１．現在、健康科学大学以外に、保健医療人材の育成機関として私立大学が４大学ある。

２．保健分野の人材育成の問題は、看護師の不足、地方の人材の不足（配置の不均衡）であり、

看護師不足の対策として、看護師の入学者数を増やし、就学期間を４年間から２年間へと減ら

すなどする。地方の人材不足を改善するために、５年間の地方勤務を条件に奨学金を給付し、

授業料を免除するなどの措置をとるなどを実施しているが、地方の人材不足は保健分野に限ら

ず、教育分野でも同様な問題が生じている。

３．健康科学大学の入学者数の決定は大学と保健省から提出された案を最終的に教育省が承認し

ている。　

４．健康科学大学の財源は主として、学費であり、その他国庫基金（奨学金支給や授業料免除対

象）、大学独自の収入である。

５．健康科学大学のカリキュラムや講義内容などについては、大学と保健省とで協議し、決定し

た後、教育省は承認する。

６．保健医療人材の卒後研修は大学と保健省とで協議したうえ決定していることで、教育省は全

く関与していない。教育省には保健医療担当官を特に置いていない。

面談・視察日時 2006年２月７日（火）　９時30分～10時 30分

訪問先 教育省

先方：Mr. D. Bayar（高等教育部部長）

面談者 　　　Dr. P. Batrinchin（高等教育部、シニアオフィサー）

当方：エンヘ所員、渡慶次団員、アムラ団員

入手収集資料 依頼した質問票への回答

No. 4
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面談要約：

１．現在、ADB は 2nd ステージ（2003 ～ 2008）の保健開発プロジェクト（1st ステージ：1997 年

から 2002 年）を５つの県（ヘンティ県、ドルノド県、ウブルハンガイ県、バヤンホンゴル県、

ザブハン県）にて実施している。同プロジェクトの目的は地方の保健医療サービスの質の向上

と保健分野の行政管理能力の強化であり、５年間で 1,400 万ドルの 35 年のローンで、同期間

350万ドルをモンゴル国政府負担金としている。地方の保健医療サービスの質の向上のための

支援内容として、研修（国外と国内）の実施、機材整備、保健情報システムの強化、施設の改

築、レファラルシステムの改善、住民への公衆活動などが含まれている。

２．昨年モンゴル国政府より同プロジェクトの3rdステージ（2008～）の支援の依頼があり、ADB

は了承した。詳細な計画は現在のプロジェクトの進捗状況次第で決定する。ADBはモンゴルの

保健分野にはしばらくの支援が必要であると判断し、当分支援をする予定である。

３．地域の選択の基準は IMRやMMR、感染症の疾患が高い県ということであったが、最終的に

はモンゴル国政府の希望を優先した。将来的には、５つの県の成果を全国へ拡大していくつも

りである。

４．地方の保健医療サービスの問題として、保健医療施設が適切に利用されていないこと、最も

基礎的なサービスに対応できていないこと（専門医が多すぎる）、保健財源のうち 35％を占め

ている健康保険基金が適切に使用されていないこと（保険を使うため、医師が必要ない治療を

し、患者自身も不必要な検査・治療を要求する）などがあげられる。

５．「保健医療マスタープラン」は良くできていて、プロジェクトの策定計画は、同マスタープ

ランに沿って進めており、十分に活用している。

６．進捗状況はマニラにある ADB 本店の担当（技術アシスタント）に聞いた方がよいので、後

日担当のメールアドレスを知らせるとのことで、プロジェクトの進捗状況についての話は聞け

なかった。

面談・視察日時 2006年２月７日（火）　14時 00分～ 14時 40分

訪問先 ADB（Asian Development Bank）

面談者
先方：Ms. B. Bavuusuren（社会セクターオフィサー）

当方：渡慶次団員

入手収集資料
・「PROPOSED LOAN SECOND HEALTH SECTOR DEVELOPMENT PROJECT」

 （MONGOLIA, ADB, 2003）

No. 5
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協議要約：

１．対処方針会議資料に沿って調査概要、調査目的、日程案、団員構成、対処方針（案）の説明

（佐々木所員）。

２．調査開始後視察・協議した内容（保健省、教育省、保健科学大学、ADB、WHO）のポイン

トを説明（渡慶次団員）。

３．今後の調査の追加項目として下記の項目や内容があげられた。

①保健婦の有無、②大学の専門別教職数、③入学者の出身地、④保健局の職務内容、⑤地方の

社会予防を管轄する部署の有無とその内容、⑥ソーシャルワーカーの職務内容、⑦モンゴルの

疾病構造と平均余命、⑧一般医師と専門医の割合、⑨PHCを支える人材の存在、⑩卒後研修に

関する情報、⑪保健医療マスタープランの課題と進捗状況、⑫「母と子の健康プロジェクト」

終了後の状況（ワクチン再回収資金の有無やそれに似たような資金運営状況など）、⑬保健分

野で活動しているドナー（WHO、ADB 以外）からの情報などである。　

４．調査上の留意点として、下記の点があげられた。

①　保健分野全体の現状をまず把握してほしい。

②　資金や人材が不足している国においてプロジェクトを形成する際のアプローチとして、

MDGsの３つの指標を解決できる、例えば予防保健活動に視点を置くことは大切である。実

際、「モンゴル国の保健分野における顕著な課題」のなかで、治療中心で予防活動がおろそか

になっていること、保健医療施設が都市に集中していること、医療従事者が地方にて不足し

ていることから同様なことがいえる。　

③　支援したことで財源のバランスが崩れることがないように考慮する。三次レベルの医療施

設の維持管理のための財源を増やすような結果を避ける。

④　人材をいかに地方に移せるか。

⑤　旧ソ連体系と西洋体系とではまったく異なることが多く、難しいことを念頭に入れる。

⑥　同じ名称としても日本と内容が異なることがあるので確認が必要である。日本にあるもの

がモンゴルにないこともある。

５．収集してほしい資料としては、教材、カリキュラムの現物などである。

面談・視察日時 2006年２月７日（火）　14時 30分～15時 50分

対処方針会議

調査団、JICAアジア二部東アジアチーム（加藤チーム長、木村職員）、

協議参加者 JICA人間開発部第３グループ石井グループ長、

保健人材育成チーム（西野チーム長、江原職員）

会議資料 対処方針会議資料、資料、日程案、地図

No. 6
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協議要約：

１．医学部長にUB市内の保健医療機関（一次から三次までの各１か所）と市保健局への視察へ

のアポの依頼。予定として、2/13（月）と 2/14（火）。　

２．健康科学大学は７つの学部を有しているが、看護学部は以前の看護大学にある。2003年大学

の名称が変更された際に看護大学は健康科学大学の一部になったが、財務や庶務は別々となっ

ている。そのため、看護学部に関する情報は元看護大学にある。　　

３．看護学部は教育年数が２～４年と幅があり、２年と４年卒業生とでは給料、仕事内容、管理

職への機会等で大きく異なる。　　

４．カリキュラムに関して：

・開校（1942 年）から旧ソ連崩壊までは旧ソ連からロシア人がやってきて、ロシア式カリキュ

ラムがそのまま導入され、かなりの時間を社会主義思想の授業に割かれていた。また、権威

のある教授の講座に多く時間数をとられる傾向があって、手術学が重要視されていた。1991

年以降、徐々にロシア式カリキュラムが少なくなっていったが、しばらくは偏りが続いてい

た。その後1992年と 1996年に改正があり、その間外国の情報や外国での留学から帰国した

人々による改正調査が進み、2002年に再度カリキュラムが改正され、現在に至っている。来

年５月以降新カリキュラム施行後の初の卒業生が出るので、カリキュラムの評価が可能であ

る。　

・上記したように、カリキュラムの改正が頻繁に行われたため、教授数の増減が出て、調整に

難儀している。また、カリキュラム作成にあたる教師・教授はその専門の権威であっても、

教授法の知識に疎い人材が多いことが問題である。

・６年間ある医学部のカリキュラムでは、教養科目に 864 時間、基礎医学課程の授業に 2,180

時間、専門課程の授業に 2,100 時間、病院実習として、320時間（４年次：96時間、５年次：

96 時間、６年次：96 時間）と時間配分されている。

・モンゴルは９月に新学期が始まり、６月に終了する２学期制（９～１月、２～６月）である。

・実際のカリキュラムはモンゴル語で相当量ある（入手を依頼する）。

５．卒後教育に関して：

・健康科学大学が実施している卒後教育は医学部卒業後、1.5 ～２年間かけて23の専門医にな

るための教育のことであり、地方に勤務する医療従事者に対しての再教育のための研修は実

施していない。

面談・視察日時 2006年２月９日（木）　９時30分～ 12時 00分

訪問先 健康科学大学

先方：Dr. Artaisaikhan（医学部長）

面談者　　 　　　Dr. A. Gurbadam（学生課部長）

当方：渡慶次団員、アムラ団員

No. 7
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・卒後教育を受ける学生は卒業生の２～３割に相当し、１割は大学院に進んでいる。

６．入学者の 1/3 を UB 市出身、2/3 を地方出身とし、各県から 15 ～ 20 人になるよう選出する

（教育省からの指示）。

７．卒業者の就職先は、卒業前の調査によると７割が卒業前に内定しているが、詳細な情報（県

別レベル別人数など）については後日入手予定。学生の 40～ 50％が国家基金（10種類以上あ

る）から授業料の貸付を受けており、返還の条件次第で就職先が決定しているようである。

８．人材を地方に異動させる施策（卒後２年間地方勤務後、免許試験を受ける資格を与える）は

今年の７月に施行されることになっているため、来年６月の医学部の卒業生から適用されるこ

とになる。ただし、他の職種については決定してはいない。

９．日本に存在する地域の予防活動を司る職種は公衆衛生学部を出た衛生士、ソーシャルワー

カーが担っている。保健婦の名称は存在しない。上記の衛生士やソーシャルワーカーは看護師

の資格はもっていない。
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面談要約：

１．本調査の目的の説明。来週官団員が地方へ視察に行く際保健省の職員が同行するかどうかの

確認。局長に相談のうえ連絡するとのこと。

２．地方の保健医療の問題としては、適切な人材の不足、医療機材の不備（かなりの機材が老朽

化している）、人口の散在による保健医療機関の配置が難しいこと、個々の保健医療機関の整

備計画が作成されていないことがあげられる。

３．医療従事者への再教育は、国家行政指導局が計画と予算を立て、国家保健開発センターが実

施している。年間 100 人の医師、看護師、検査技師などの医療従事者を対象に数日から１か月

単位で手術、助産、子どもの健康などについて研修を実施している。その際に、講師を研究所、

病院、健康科学大学に依頼している。市内の病院で実習する場合もある。国際機関の支援で特

定の分野の研修を実施することもある。詳細は上記のセンターに聞くとよい。

　本日、保健省国際協力課より、保健省への質問票に対する回答、保健医療マスタープランの

最終版（Vol. 2 ～ Vol. 4）、「ANNUAL HEALTH REPORT 2004」を入手したので、早急に内

容確認し、整理を行う。

面談・視察日時 2006年２月９日（木）　14時 30分～ 15時 30分

訪問先 保健省

面談者
先方： Mr.Ch.Chuluunbaatar（保健サービス局シニア・オフィサー）

当方：渡慶次団員、アムラ団員

No. 8
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面談要約：

１．歯学部長に、ドルノゴビ県にある本大学の分校への視察に本大学からの同行と 2/20（月）の

午前中に、副学長との協議の場の設定を依頼。

２．看護学部長との協議内容は下記のとおり。

・1996 年以降、看護師の再教育の重要性が認識された。1998 年以降、看護師の卒後研修とし

て、手術関連（３か月）、専門部門（２か月）、継続教育（１年３回の５年間：手術、麻酔、

マッサージ、リハビリなど）が同大学所属の卒後研修研究所で実施されている。同様に卒後

研修は保健省でも実施されているが、保健省と本大学との連携はなく、別々に計画・実施さ

れている。卒後研修後、保健省の保健開発センターのランセンス課での試験合格後は三次レ

ベルの医療機関での就職が可能となる。

・2000 年から２年間をかけて（開学を記念して）、21 県の看護師への研修（主として、意識改

革など）が実施された。このとき、看護師の70％が研修を受講した。これをきっかけに地方

の行政機関からの依頼があり、３～５人のチームを組んで、３日間から５日間の看護師への

研修を実施している。主として、意識改革・向上がテーマである。今年に入ってからは４つ

の県で研修を実施した。

・看護教育での問題：①資金の不足で地方での看護師の研修を推薦しても財源の乏しい地方の

行政機関は本大学への依頼ができない。そのため、本大学側は地方での研修を実施できな

い。②政治の頻繁な変動で継続的な保健政策を実施できない。③看護師の給料が低すぎ、あ

るいは、看護職をレベルの低い仕事と認識しているため、看護師のなり手が少ない（一時

期、多いときで 500 人もいた卒業生が 2005 年には 70 人のみである）。④看護師の職業意識

が低く、低すぎる給料がモラルの低下を招いている。

面談・視察日時 2006年２月13日（月）　９時30分～ 10時、12時～13時 30分

訪問先 健康科学大学

面談者
先方：Dr. S. Naeanchimig（看護学部長）

当方：渡慶次団員、アムラ団員

No. 9
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面談要約：

　佐々木所員より訪問の目的を説明し、学長より今回の調査への抱負とお礼が述べられた。以下、

協議内容は以下のとおり。

１．地方の医療改善には、資金の提供や機材の更新だけではなく、人材の育成が必要であること

から何らかの医療教育プログラムシステムを提案したい。また、保健省や教育省との連携も重

要である。さらに、医師とその他の医療従事者とのチーム医療を充実させること、虫垂炎や胆

石症などの患者が多く、切らずに済んでいる患者がいるのではないか、カルテの病名の記載を

モンゴル語に統一してはどうかを提案した。（井上団員）　

２．サインシャンド分校では、日本と同様な進んだ教育方法を取り入れていること、講師が教材

作成に熱心に取り組んでいる状況に感心した。人材育成を通して、地方の医療改善につながる

プロジェクトを提案できたらと思う。（中野団員）

３．２週間、保健医療機関を視察して、特記すべき点としては、同じ一次レベルでも差があるこ

と、二次レベルと三次レベルの医療機関の設備と提供できる医療サービスに格差が大きいこ

と、医療機材の更新と同時に人材育成と医療機材の維持管理システムを全国規模で確立すべき

ではないか、機材の試薬が購入できず機材が使えないという状況があるが、今後病院経営の変

え方を導入して改善すべきではないか、である。（渡慶次団員）　　

４．上記の日本側の意見や提案に対して、学長の回答は下記のとおり。

・短期間で地方の医療現場の現状をよく把握している。

・カルテの病名をすぐにモンゴル語にするのは難しい。法改正が必要である。

・虫垂炎や胆石症などで切らずに済んだ患者はいないと思うが、同疾患の患者が多いことに対

して他国からよく指摘を受ける。　

・チーム医療はモンゴルではまだ徹底されていず、報告書のなかで提案してほしい。

・一次・二次レベルの医療機関の格差はロシア時代からの名残で今に至っている。

・付属病院がないので報告書のなかでその必要性を提案してほしい。

５．短時間で協議・視察したが、官団員は今日帰国することになっており、詳しい情報収集など

の継続調査は渡慶次団員が実施する。協力をお願いしたい。

　大学内を視察したが、組織、設備などの詳細については別の機会に報告する。

面談・視察日時 2006年２月20日（月）　９時45分～12時 30分

訪問先 健康科学大学

先方：学長、副学長、歯学部長、卒後教育センター長、他（詳細は省略）
面談者

当方：井上団員、中野団員、佐々木所員、エンヘ所員、渡慶次団員、アムラ団員

No. 10
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（2）保健医療機関（表－１、表－２、表－３）

 　市内には、二次レベルの医療機関として６か所の地区総合病院と、三次レベルの医療機関

として17か所の専門病院と医療センターがある。また、一次レベルの保健医療機関として、

ファミリ病院が 230 か所存在する。

　今回、一次レベルの保健医療機関として、ファミリ病院２か所（表－１）、二次レベルの医

療機関として地区ヘルスセンター１か所（表－２）、三次レベルの医療機関として、国立第一

病院と国立第二病院（表－３）を視察した。

医療機関名

位　置

カバー人口

診療時間

職員数

施設状況

保健医療

サービス内容

財　源

支出内訳

外来患者数

患者の搬送状況

主な医療機材

2000年以降の支

援状況

問題・課題

２・３ホロ管轄ファミリ病院

ウランバートル市の中心

4,822人（ホロ２と３を包括）

総職員数：７人

医師３人（内科、産婦人科、歯科）、看

護師３人

1,200万Tg

（40％：市保健局、60％：健康保険基金）

人件費60％、医薬品・消耗品購入、公

共料金40％

15,542人（2005年）

患者の半数を地区ヘルスセンター、一

部を民間病院へ搬送している。

体重計（児童／成人）、顕微鏡、リハビ

リ用機材、滅菌器具、診察台など

2000年ADBより施設建設、世界銀行に

より機材調達

・市民登録と自分たちで算出した人口

が異なる。

・手抜き工事で施設の修復が必要。

・再教育の予算がない。

・若い人材の不足と職員の高齢化

・若い人材が長続きせず、途中退職者

が多い。

13ホロ管轄ファミリ病院

市内から少し離れた（車で15分）地域

7,414人（ホロ13を包括）

総職員数：11人

医師４人（内科１、小児科３）、看護師

４人

1,860万Tg

（40％：市保健局、60％：健康保険基金）

人件費60％、医薬品・消耗品購入、公

共料金40％

25,725人（2005年）

情報なし

体重計（児童／成人）、滅菌器具、顕微

鏡、診察台など

2000年ADBより医療器具の調達

・機材の不足（心電計、ビデオなどの

教育機材など）

・市民登録と自分たちで算出した人口

が異なる。

・施設の修復が必要。

・再教育の予算がない。

・若い人材の不足と職員の高齢化

・交通事情が悪く、車両はないため自

宅診療が困難である。

診察室（3）、処置室（2）、注射室（1）、トイレ

基礎的な外来診療、術後の傷の消毒、自宅診療、異常のない妊婦の経過観察、８

歳児と15歳児へのBCG・ジフテリア予防接種、避妊指導、健康教育、幼稚園・

保育園・学校への健康診断など

平日：9:00～ 18:30、土曜日：11:00～ 15:00、日曜日：休日

表－１　ウランバートル市の一次レベルの保健医療機関の現況
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地区ヘルスセンター

ウランバートル市の中心

２万人

平日：8:00～ 18:00、土・日：休日

167床

総職員数：298人、医師81人、看護師70人

16の専門外来（内科、小児、精神、歯科、外科、産科、婦人、耳鼻咽

頭、心臓、整形、皮膚学、感染症、性病、結核、トラウマ、リハビリ）

があり、内科と精神科のみの入院設備をもつ。入院を要する手術や出産

は第三次レベルの医療機関に搬送される。救急外来あり

およそ８億Tg（2005年）

情報なし

50万人（年平均）

4,000人（年平均）

な　し

超音波診断装置、レントゲン撮影装置、心電計など

患者の９割が一次レベルのファミリ病院から搬送されてくる

な　し

・医療機材の老朽化

・機材購入のための財源の不足

・再教育のための資金不足

医療機関名

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

医療サービス内容

財　源

支出内訳

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

主な医療機材

患者の搬送状況

2000年以降の支援状況

問題・課題

表－２　ウランバートル市の二次レベルの医療機関
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医療機関名

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

医療サービス

内容

財　源

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

主な医療機材

国立第二病院

ウランバートル市内

東部３県（ヘンティ県、ドルノド県、ス

フバートル県）とドルノゴビ県、ドンド

ゴビ県、コビスンベル県、南ゴビ県、ウ

ランバートル市の１区を含む20万人

平日：8:20～16:20、土・日：休日だが、

職員30人（医師４人、看護師10人）体

制で救急診療に対応。４交代制

220床（内科：120床、外科：40床）

総職員数：400人

医師82人、看護師120人、准医師はいな

い

15部門（小児、外科、内科、耳鼻咽頭、

眼科、歯科、伝統医療、リハビリなど）、

検査室、病棟、薬局、厨房、エンジニア

室など。

二次レベルの医療施設で対応できない専

門かつ高度な医療サービスを提供。臓器

切除術は可能だが、臓器移植の技術と設

備はない。

14億Tg（国家予算：10億Tg、健康保険

基金：４億Tg、その他有料診療費、援助）

過去５年間、医療機材更新のための財源

はない。

12～ 13万人（年平均）

6,000～ 6,300人（年平均）

情報なし

CTスキャナー、内視鏡、除細動器、モ

ニター、心電計、超音波診断装置、レン

トゲン撮影装置（全身、胸部、歯科、胃

など）、検眼計、視野計、耳鼻検査機器、

脳波計、歯科治療機器、自動生化学検査

機器（試薬がなく利用不可）、血液ガス

分析器（故障中で使用不可）、滅菌機器、

尿用遠心器、遠心器、自動血球カウン

ターなど

国立第一病院

ウランバートル市の中心、健康科学大学

と隣接している。

ウランバートル市と地方の162万人

平日：8:20～ 16:20、土・日：休日、

夜間・休日は緊急診療のみ

550床

総職員数：1,140人

医師598人、看護師140人、薬剤師及び

助手88人、技師40人

15の診療部門（内科、外科、小児科、産

科・婦人科、耳鼻咽頭科、口腔衛生、眼

科、神経科、感染症科、緊急外来など）、

手術室、放射線検査室、血液銀行、管理

サービス、その他（薬局、中央材料室な

ど）、救急外来あり。二次レベルの医療

施設で対応できない専門かつ高度な医療

サービスを提供。

情報なし

14万人（年平均）

17,000人（年平均）

７室、7,000件

Ｘ線血管造影装置、手術機材・付属器

具、超音波診断装置、レントゲン撮影装

置（全身、胸部、歯科、胃など）、内視

鏡、心電計など（検査室の機材は担当が

留守で部屋を視察できず）

表－３　ウランバートル市の三次レベルの医療機関の現況
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医療機関名

患者の搬送状

況

2000年以降

の支援状況

問題・課題

その他

国立第二病院

２割の患者は地方の一次・二次レベルの

保健医療機関から搬送されてくる。直接

来院する患者は不明。

2000 年に日本からの無償資金供与あり

（CTスキャナー、レントゲン、超音波診

断装置、内視鏡、検査機器、手術部門機

器、緊急手術機器、心電計など）

・財源の不足（対策として、健康保険基

金と有料診療からの増収）

・検査機材の維持・管理（部品の交換や

試薬の購入など）の不備。日本との提

携製造会社があるが、高くて購入で

きない。

・人材の不足は現在のところない。

・インターネットを使用しての情報収集

が可能である。

・CTスキャナーは同病院以外に外傷病

院が保有しており、８台は民間病院

が保有している。

・健康科学大学とは提携病院でなく、要

職にある患者対象の病院であるため

学生の実習の場として提供していな

い。

・自己負担検査・治療として、CTスキャ

ナー（４万 5,000Tg 支払い）、腹腔鏡

による胆嚢摘出などの手術がある

が、後者は滅多に行われていない。

国立第一病院

患者の55％は地方から受け入れている。

2002 年草の根無償の供与（眼科機材一

式）を受ける。

・医療機材の老朽化

・医療機材の修理や部品の交換のため

のシステムや財源の不足

・看護師の再教育

・看護師の高齢化

・Ｘ線血管造影検査は同病院が肝臓専

門、国立第三病院が心臓専門で役割

分担している。

・人工透析機器はモンゴルにはない。

・現在機材の故障を修理する全国的な

維持・管理システムがない。
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２．ヘンティ県

（1）ヘンティ県保健局

　県保健局の局長の下に、副局長がおり、社会保健課と統計・人材育成課がある。職員数は

16 人で医師は７人（局長、副局長も医師）である。

　現在の県全体での医師数は 113 人である。県総合病院に必要な医師数は 47 人であるが、

現在24人しかいない（16人は現在専門教育を受けている）。予算は１億Tg（１割が人件費）

であり、専門教育を希望している医師がいるが、その財源がない。

　専門教育は、国家基金から8,400万Tgを21県で分割して使用できる。その他に、「継続教育」

と称して医師と看護師を対象にウランバートル市にて３か月間の研修を有料で受けられる。

　ヘンティ県での問題は、医師、看護師、薬剤師の不足である。ソム病院に必要な医師は２

人、看護師４人であるが、医師が１人しかいないソム病院がある。要因としては、給料が安

いこと、宿泊施設・生活環境が悪いためである（ゲル１軒建設費は 10 万相当である）。医師

募集の際、「国家基金で専門教育を受けられるようにします」と呼び込んでいる。

　看護師の平均年齢が 38 歳から 45 歳であり、県全体で看護師が 212 人いるが、２年から３

年後には大部分が退職するため、人員不足は更に深刻になる。抜本的な法改正が必要である。

　村レベルから二次レベルの医療機関へ患者を迅速に搬送するための長距離用救急車の無線

機器を草の根無償供与で申請中である。現在、長距離用の救急車が４台（１台故障）、短距離

用が４台ある。村病院には電話がなく、電話局まで出かけて二次レベルの県総合病院へ電話

連絡を入れることになる。

　県民の就業としては、主として牧畜・家畜などである。

（2）保健医療機関（表－４）

　現在、ヘンティ県には 28 か所の保健医療機関〔県総合病院１か所、19 の村と３つの町に

22か所の村病院、村間病院２か所、ファミリ病院３か所（県庁所在地のみ）〕が所在している。

　今回、一次レベルの保健医療機関として、ソム病院１か所（表－４）、二次レベルの医療機

関として県総合病院１か所（表－４）を視察した。
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医療機関名

レベル

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

保健医療サー

ビス内容

財　源

支出内訳

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

出産件数

主な医療機材

医療品状況

患者の搬送状

況

ヘンティ県
県総合病院

二次レベル

左記のソム（村）病院から車両で

２時間ほど（100km）、県保健局と

隣接している。

県人口７万人

平日：9:00～14:00、土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

189床

総職員数：250人

医師24人、看護師100人

専門外来、病棟、分娩室、薬局、手

術室、検査室など

一次レベルで対応できない患者へ

の保健医療サービス提供。入院

サービスあり

７億Tg（2005年）

情報なし

3,600人（年平均）

200人（年平均）

２室、644件（2005年）、主な疾患

は虫垂炎、胆石症、外傷である。

106人（2005年）、１～２％は帝王

切開手術

レントゲン撮影装置、超音波診断

装置、血管造営装置、麻酔器、手

術設備、心電計、内視鏡、眼圧器、

検眼機器など

入院患者に対しては無料だが、外

来患者には有料（免除措置あり）。

同病院で対応できない患者はウラ

ンバートル市の医療機関へ搬送。

数値は不明である。

Jargalt Khan（ジャガルト　ハン）
ソム（村）病院

一次レベル

ウランバートル市から東へ車両で３時間

（1997年に政府により建設）

1,843人

平日：9:00～ 18:00、土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

８床

総職員数：16人

医師１人（一般医・2004年卒）、准医師２人（助

産師、伝統医療師）、看護師４人

診察室、処置室、教育室、病室、分娩室・産後

回復室、薬局など

一次レベルの保健医療サービスを提供。予防

接種や妊婦検診、正常分娩も実施している。

3,500万Tg（2005年）／3,900万T g（2006年）

人件費（1,760万Tg）、光熱費・公共料金・消

耗品（1,654万 Tg）

5,500～ 6,000人（年平均）

308人（2005年）

なし。虫垂炎の場合は検査をせずに二次病院

へ搬送する。

15件（2005年）、正常分娩のみで入院日数は５

日間である。

身長・体重計測計、膣鏡、分娩台、手術灯、滅

菌機器など

保健省指示の250品目で抗生物質は５種類あ

る。入院患者に対しては無料だが、外来患者に

は有料（免除措置あり）。県保健局に医薬品を

受け取りに行く。

患者の１割を二次レベルの県総合病院へ搬送

する。

表－４　ヘンティ県における一次・二次レベルの保健医療機関の現況
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３．ドルノド県

　三次レベルの医療機関を視察した（表－５）。　　

医療機関名

2000年以降

の支援状況

問題・課題

その他

ヘンティ県
県総合病院

な　し

・医療機材の更新

・人材の不足

・再教育の機会がほとんどない

・外来患者で多い患者は結核、性

病、肝炎、ブルセラ病などで、

入院患者で多い疾患は肝炎、心

疾患、腎臓疾患、高血圧症など

である。

・病院で死亡した場合は家族の

拒否がない限り、解剖して病因

を確定することになっている。

病理標本は院内で作製。病理医

１名がいる。

・血球数検査は１日 60 検体を技

師が血球計測板を用いてカウン

トしている。

・心電図検査は 50 人／日

・生化学検査は 40 検体／日

・尿検査は蛋白と糖を測定

・血液バンクでは全血保存

・ロシア製の機材の多くが老朽

化しているが、使用されてい

る。

Jargalt Khan（ジャガルト　ハン）
ソム（村）病院

2005年オランダより身長・体重計測計、膣鏡

を供与

・検査機材（超音波診断装置、生化学自動検査

機器など）の不備（使用できる人材はいな

い）

・再教育の機会が少ない。

・暖房を石炭に依存しているため、維持費が

かかる。

・壁の破損や雨漏りなどで施設の修復が必要

である。

・緊急のための車両の不足

・ドルノゴビ分校卒（2004 年）の医師は別の

県出身だが、同県の事情を知り、赴任した。

給料10万Tg。来年、ウランバートル市で精

神科の専門教育を受ける予定である。

・医師の同期卒業生は 40 人（大部分は女性

で、男性は７～８人しかいない）。卒業生の

うち、ソム病院に就職するのは10人以下で

ある。

・尿検査は妊婦優先で蛋白と糖を測定する。

・年配の男性は腰痛や胸痛を訴えており、腎

臓疾患の疑いのある患者が多い。乳幼児は

風邪、中耳炎、てんかん発作の既往で入院中

である。

・2005 年に改正したカルテは病名はロシア

語、他の記述はモンゴル語であり、医師のみ

が記入し、看護師は一切見ない。カルテは比

較的きっちりと記入しているようである。

・看護記録は市販のノートを使って、体温、注

射、投薬記録を患者ごとに記載している。

・各診療室などの所々に消毒液を備えた洗面

台がある。

・伝統医療師は針灸、マッサージを施行して

いる。漢方薬の知識はない。現在、診察室を

改装中のため、病棟で治療を行っている。
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ドルノド県

ヘンティ県総合病院から東方向に5.5時間（220km）だが、途中道は舗装され

ていない。

３つの県（ドルノド、スフバートル、ヘンティ）の20万人をカバーするとし

ているが、実際は、道路事情が悪く（上記の県からドルノド県まで）、移動が

困難である。

平日：9:00～ 17:00、土・日：休日、夜間・休日は交代制で待機している。

362床

総職員数：495人、医師71人、看護師239人

建物が７つ（中央診療・管理、産科、小児科、感染症、外来、ランドリー、霊

安室）から構成されている。30以上の専門外来診療をもつ。

二次レベルで対応できない患者に専門的かつ高度な医療サービスを提供

12億Tg（2005年）

情報なし

１万人（年平均）

9,000人（年平均）

１室、9,000件（胆石症、外傷、硬膜下出血など）

情報なし

レントゲン装置（通常のもの、透視用、検診用のもの、ポータブル）、超音波

診断装置、手術室一式、モニター、除細動器、人工呼吸器、滅菌器、自動血球

カウンター、生化学自動検査機器など

情報なし

一次・二次レベルの保健医療機関から60～ 70％搬送されてくる。

・2001 年、日本から 200 万ドル相当の医療機材（レントゲン、外科、耳鼻咽

喉科診察台、ICU など）の供与

・2002年、ルクセンブルク国から、10万ドル相当の医療機材（オンライン診

断システム導入の超音波診断装置、心電計など）の供与

・2003 年、英国からリハビリセンターの建設

・医療機材の不足（CT スキャナー、人工透析装置）

・遺体冷凍保存装置の不備

・救急車（5）の無線機器の不備

・検査室が診療棟とは別棟にある。外来患者は直接採血し、検査を受け、入院

患者は検体を持参し、検査する。　

・年間 15 人前後死亡するが死体解剖を実施している。

・レントゲン撮影は１日平均 30 人くらい。　

・救急案内は 103 番で、24時間対応。市内のみ無線機器が整備されている。

・オンライン診断とは画像をいったん取り込み、ウランバートル市の病院へ送

信し、助言をもらう。月平均２～３回送信している。

・日本から供与された医療機材はすべて活用している。

所在県名

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

医療サービス内容

財　源

支出内訳

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

出産件数

主な医療機材

医薬品状況

患者の搬送状況

2000年以降の支

援状況

問題・課題

その他

表－５　ドルノド県の東部地域診断治療センターの現況
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４．ウブルハンガイ県

（1）ウブルハンガイ県保健局

　局長と副局長の下に３つの課（管理課、公衆衛生課、保健医療サービス課）があり、18 人

の総職員数のうち、医療従事者は医師９人、准医師３人、看護師１人、薬剤師１人である。

同県は 18 の村と県庁所在地の町があり、人口 11 万人（40％は都市部、60％が農村部に人口

分布）をもつ。

　全体の予算は 2005 年には 20 億 Tg であったが、今年は 25 億 Tg（うち 15 億 Tg は政府、

８億Tgは健康保険基金）である。そのなかで村病院への支出は全体の10億1,000万Tg（40％）

であり、南部地域診断治療センターには８億5,000万 Tg（34％）、同県保健局の予算は5,600万

から 5,700 万 Tg（２％）である。

　同県保健局の予算で実施している研修では看護師や Bagh の准医師を対象とし、講師はウ

ランバートル市の健康科学大学やダルハン・オール大学分校などから来てもらうこともあ

る。１回30万Tgの費用がかかるため年に１～２回が研修開催の限度である。医師は４年間

で 36 単位をとる必要があり、怠ると免許取り消しとなる（2000 年より）ため、定期的な研

修は必要である。保健省主催の研修は外国からの支援があるときのみで、医師に対する研修

が主である。

　同県はADBの「保健開発プロジェクト2ndフェーズ」のプロジェクトサイトの１つである。

1st ステージでは主として村病院の 16 か所が支援されたが、現在はファミリ病院の８か所の

うち２か所が支援を受けた。日本の草の根無償で３か所の村病院へ1,000万Tg相当の機材供

与を受けた（2001 年、2002 年、2005 年）。

　現在、住民の８割がヨード入りの食塩を使用するようになり、ヨード欠乏症も減少してい

る。

　同県の問題は、下記のとおり。

・人材育成であり、医師の不足（医師１人のみがおり、同医師の不在の際、代わりの医師

がいない）と専門医の不足（１人の医師が超音波診断、レントゲン検査、内視鏡検査を

実施している）である。医学部卒業生に対して２年勤務後専門教育を無料で受けられる

ようにすると約束し、同県への赴任を勧誘している。去年は11人、今年は６人の医師の

勧誘に成功した。

・乳幼児の死亡や妊産婦死亡が多いことである。前者は周産期に起因するものであり、後

者は妊娠合併症が多い。

・Ａ型肝炎が多く、水問題（農村部では井戸水をそのまま使用する）や住民への衛生教育

（手洗いや煮沸の奨励など）が必要である。

（2）保健医療機関 （表－６、表－７、表－８）

　地域診断治療センター（１か所）、地方総合病院（１か所）、村病院（16 か所）、村間病院

（１か所）、ファミリ病院（６か所）、Bagh の准医師（61 人）が所在する。

　今回、一次レベルの保健医療機関として、２か所のファミリ病院 （表－６）とソム病院

（表－６）、元村間病院と地方総合病院（表－７）、三次レベルの医療機関として、南部地域

診断治療センター（表－８）を視察した。
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表－６　ウブルハンガイ県における一次レベルの保健医療機関の現況

医療機関名

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

保健医療サービス

内容

財　源

外来患者数

入院患者数

手術室

出産件数

主な医療機材

医薬品状況

患者の搬送状況

2000年以降の支

援状況

課題・問題

その他

Narny Doshファミリ病院

アルバイヘール市内から数分

5,600人

平日：9:00～ 19:00、

土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

なし

総職員数：７人

医師１人（一般医）、准医師１

人（助産師）、看護師３人、そ

の他２人

診察室、処置室、教育室、分

娩室・産後回復室など

一次レベルの外来の保健医療

サービスを提供。予防接種や

産前検診、在宅診療など

1,800万 Tg（2005年）

40人（１日平均）

な　し

な　し

な　し

分娩台、診察台、産科基礎器

具、冷蔵庫など

予算内で購入

患者の１割を診断治療セン

ターへ搬送

2000年ADBより基礎医療器

具の供与

・人材の不足

・賃貸（170万Tg／年間）の

ため独立した建物がほし

い。

・カバーする範囲が広すぎる

（17km）。

・貧血検査や妊婦への尿検査

可

Tushig Dolgoonファミリ病院

アルバイヘール市内から５分

7,504人

平日：9:00～ 18:00、

土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

なし

総職員数：11人

医師３人（小児科医２、内科

医１）、准医師１人（統計担

当）、看護師４人

診察室、処置室、教育室、分

娩室・産後回復室、統計室な

ど

一次レベルの外来の保健医療

サービスを提供。予防接種や

産前検診、在宅診療など

2,000万 Tg（2005年）

29,700人（2005年）

な　し

な　し

な　し

分娩台、診察台、産科基礎器

具、冷蔵庫、血圧計など

予算内で購入

患者の１割を診断治療セン

ターへ搬送

2003年World Visionから視聴

覚機材の供与

・医師の不足

・カバーする範囲が広すぎて

過重な負担である。

・再教育の機会がない。

・妊娠テストのみ実施

・医師による妊婦への育児教

育を実施（２週間に１度）。

Taragt ソム（村）病院

アルバイヘール市内から北西

方向に四輪駆動車両で45 分

の距離。途中民家はなし。

3,597人

平日：9:00～ 18:00、

土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

15床

総職員数：22人

医師２人、看護師５人

診察室、処置室、教育室、分

娩室・産後回復室、病棟、注

射室など

一次レベルの外来・入院の保健

医療サービスを提供。予防接種

や産前検診、正常分娩など

4,500万 Tg（2005年）

15人（１日平均）

354人（2005年）

な　し

８件（2005年）、正常分娩のみ

分娩台、体重計、酸素ポンプ、

冷凍庫など

情報なし

60 件の出産を診断センター

に依頼

・2000年ADBより基礎医療器

具の供与

・World Visionからベッド、寝

具一式の供与

・移動手段の際のガソリン代

の不足

・一般向けのパンフレットの

不足

・再教育の機会がない。

・人材の不足

・産前検診を受ける妊婦が少

ない。

・血液と尿検査ができる検査

室の不備。

・機材（保育器、心電計、超

音波診断装置）の不足

・医師は2004 年ウランバー

トル市の大学卒業

・高血圧や脳梗塞が多い
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医療機関名

レベル

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

保健医療サー

ビス内容

財　源

支出内訳

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

出産件数

主な医療機材

医薬品状況

患者の搬送状

況

2000年以降の

支援状況

ハラホリン地方総合病院（元村間病院）

一次・二次レベル

アルバイヘール市内から北方向に四輪駆

動車両で３時間の距離

15,000人の人口と近辺の県

平日：9:00～ 18:00、土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

75床

総職員数：76人

医師11人（小児科医２、内科医３、歯科

医２、産科医１、一般医１、精神内科医１、

伝統医療医１）、その他の医療従事者43人

（准医師、看護師を含む）

診察室、処置室、教育室、分娩室・産後回

復室、手術室、薬局、病棟

一次・二次レベルの外来・入院の11の専

門分野の医療サービスを提供。在宅診療

など。月１回訪問予防接種を実施。

２億700万 Tg（2005年）

人件費9,000万Tg、医薬品購入費3,900万Tg

20,000人（年平均）

2,200人（年平均）

１室、260件（年平均）、主な疾患は虫垂炎

や胆石症、外傷、臓器切除術などである。

200件（年平均） 、20％が帝王切開手術

レントゲン、超音波診断装置、手術室設

備、分娩台一式など

入院患者用160種類を準備している。

定住している住民６割はファミリ病院を

経て搬送されてくる。救急車（３台）の年

間出動回数は2,000回ほどである。

・2005 年 ADBより施設の建設

・2005 年政府より電気メス、手術機材、

眼科検査機材、超音波診断装置の供与

・フランスのNGOより医薬品、消耗品の

供与

・World Vision より寝具 75 組の供与

ホジルト村病院（元村間病院）

一次レベル

アルバイヘール市内から北方向に四輪駆

動車両で２時間の距離

6,985人

平日：9:00～ 18:30、土・日：休み

緊急に応じて呼び出し

33床

総職員数：41人

医師６人（小児科医１、内科医１、歯科医

１、産科医１、一般医１、精神内科医１）、

准医師５人（助産４、統計担当１）、看護

師11人、薬剤師２人

診察室、処置室、教育室、分娩室・産後回

復室、手術室、薬局、病棟

一次レベルの外来・入院の保健医療サー

ビス（内科、小児科、外科、助産）を提供。

予防接種や産前検診、在宅診療など。

8,360万Tg（2005年）／7,340万Tg（2006年）

情報なし

20,750人（2005年）

1,500人（年平均）

１室、67件（2005年）、主な疾患は虫垂炎

や胆石症などである。

170件（年平均） 、正常分娩のみ

レントゲン、超音波診断装置、手術室設

備、分娩台一式など

情報なし

患者の１割を診断治療センターへ搬送し

ている。重症の場合は診断治療センター

から医師を派遣してもらう。

・2003 年草の根無償で超音波診断装置の

供与

・2004年ADBから電気メス、手術器具な

どの供与

・World Vision よりベット４床の供与

表－７　ウブルハンガイ県における一次・二次レベルの保健医療機関の現況
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医療機関名

課題・問題

その他

ハラホリン地方総合病院（元村間病院）

・検査機材（自動検査機器）、眼科検査機

材の不足

・血液銀行の不備

・水の問題

・専門医の不足により１人の医師が兼務

している（例：小児科と耳鼻科医）。

・民間病院が２か所（助産と伝統医療）

所在するので、出産を依頼することが

ある。

・冬期は呼吸器系疾患が多い。

ホジルト村病院（元村間病院）

・検査機材（肝機能検査のできる生化学自

動診断装置）の不備

・再教育のための財源がない。

・遠方にある井戸水を使用している。

・現在、外科専門医が不在のため、手術件

数は 1/3 に減少している。

・診断治療センターにてADBのプロジェ

クト主催の臨床研修が実施された。　

・手術台やレントゲン装置が老朽化して

いるが使用している。
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ウブルハンガイ県

二次・三次レベル

市内の中心地

６つの県（ウブルハンガイ、トゥブ、南ゴビ、ドンドゴビ、ドルノゴビﾞ、コビスン

ベル）の人口36万人

平日：9:00～ 18:00　、土・日：休日、夜間・休日は緊急外来のみ

205床

総職員数：190人　医師60人、看護師130人（准医師、レントゲン技師も含む）

12（内科、外科、皮膚、助産、小児、歯科、感染症、結核、伝統医療、眼科、耳鼻咽

頭など）の部門の診療室、病棟、外来、薬局、手術室、検査室など

一次レベルで対応できない出産（正常分娩以外）、検査、治療、入院サービスを提供

している。

８億5,000万 Tg（2005年）

情報なし

125,000人（年平均）

6,150人（2005年）

１室、1,382件（2005年）、主な疾患は虫垂炎、胆石症、腎炎などである。

1,200～ 2,000件（年平均）、282件が帝王切開手術である。

心電計、超音波診断装置、レントゲン装置、内視鏡、手術設備、眼科検査機器、歯科

治療機器、オートクレイブ、顕微鏡、生化学自動計測機器など

400種類の医薬品を取り扱っている。

９割ぐらいの患者が同県の一次レベルの保健医療機関から搬送されてくる。数値は不

明だが、近くの住民は直接来院することもある。

・2001 年日本からの医療機材の供与

・2003 年ルクセンブルク国からオンライン診断システムの超音波診断装置の供与

・2005 年 ADBより３階の増築と事務管理棟（３階建て）の建設

・2005 年World Vision からベッド（10 台）、寝具一式、テレビの供与

・助産関連の医師が少ない。

・再教育の機会がない（財源の不足）。短期間で効果的な研修を希望。

・医師不足解消のための医師勧誘のための住宅建設の財源がない。

・乳幼児死亡が多い。

・2005.11 に火災のため日本が供与した除細動器１台が破損した。

・使える人材が海外留学で不在のため、眼科関連の医療機材が一部使えず、放置され

ている。　

・手術関連機材として、2001 年に日本から供与された手術台、電気メス、手術器具

などは既に使用できず、元の古い機材・器具を使用している（手術中のため視察は

できなかった）。

・姉妹提携をしているフランスの病院の医師による研修（耳鼻科）を１～３週間実施。

・健康科学大学との提携で2003年から実施された遠隔診断システムは現在担当技師

が不在で停止している。

所在県名

レベル

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

医療サービス

内容

財　源

支出内訳

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

出産件数

主な医療機材

医薬品状況

患者の搬送状況

2000年以降の

支援状況

問題・課題

その他

表－８　ウブルハンガイ県の南部地域診断治療センターの現況
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５．ホブド県

（1）ホブト県保健局

　同県には週２便（月曜と木曜）ウランバートル市から飛行機が飛んでおり、１時間の時差

（ホブド県は１時間遅れ）がある。県庁所在地と 16か所の村の９万 1,000 人の人口である。

　県保健局には、局長、副局長の下に２つの課（経済指導情報課、保健医療サービス課）が

あり、総職員数は 26 人、そのうち医師７人、准医師３～４人、薬剤師１人がいる。

　各村病院は住民400人をカバーするBaghの准医師を配置している。Baghの准医師は自宅

の一室を開放し、健康診断、一般診察、患者の村病院や診断センターへの搬送の手配などを

受け持ち、原則として予防接種や投薬は許可されていない。一部の緊急的な医薬品（鎮痛

剤、解熱剤など）の所持は許可されている。給料は村病院の予算から支払われ、月額６万Tg

前後である。聴診器と血圧計は持つことになっている。

　2000 年に ADB の支援で８か所の村病院の施設の内装工事、村間病院１か所の増築をし

た。

　県全体の保健財源は 21 億 2,800 万 Tg（2006 年）であり、10 億 280 万 Tg が西部診断治療

センター、８億 2,400 万 Tg が村病院・村間病院、１億 5,060 万 Tg が県保健局である。財源

は国から 14 億 Tg、健康保険基金から７億 Tg となっている。

　県主催の研修は数日間准医師や看護師対象に西部診断治療センターで実施している。保健

省管轄でドナー支援の研修には数週間～３か月の研修がある。去年には、呼吸器系疾患・結

核と健康活動に関してはGlobal Foundation、薬剤師への研修はUNICEF、保健情報システム

の研修はWHO、リプロダクティブ・ヘルスに関する研修はUNFPAの支援でウランバートル

市で実施されたため、同県から数人の医師が参加した。

　同県が抱えている問題は下記のとおり。

・人材の不足であり、少ないにもかかわらず、専門教育を受けた医師は10人中３人が戻っ

てこない。

・一次レベルの検査機器（尿検査キット、血球カウンター、生化学検査機器など）の不足

である。

・西部診断治療センターの医師の能力向上が必要である。

（2）保健医療機関（表－９、表－ 10）

　同県には西部診断治療センター（1）、村病院（14）、村間病院（2）、ファミリ病院（6）、

民間病院として入院設備のあるのが４か所（50 床）と外来診療のみが 10 か所、薬局６か所

（民間５か所）所在する。各村病院に救急車１台、村間病院には２台ある。県全体でベット数

は 569 床である。

　今回、一次レベルの保健医療機関として、２か所のファミリ病院 （表－９）とソム病院

（表－９）、元三次レベルの医療機関として、西部地域診断治療センター（表－ 10）を視察し

た。
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表－９　ホブド県の一次レベルの保健医療機関の現況

医療機関名

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

保健医療サービ

ス内容

財　源

支出内訳

外来患者数

入院患者数

手術室

出産件数

主な医療機材

医薬品状況

患者の搬送状況

2000 年以降の

支援状況

課題・問題

その他

Rashaantファミリ病院

西部地域診断治療センターから

車両で５分

5,885人（1,086世帯）

平日：9:00～18:00、土・日：休

み、緊急には呼び出し

な　し

総職員数：10人

医師３人（一般医３）、准医師２人

（助産、伝統医療医）、看護師１人

診察室、処置室、婦人診察室、注

射室など

一次レベルの保健医療サービス

を提供。予防接種や産前検診、訪

問診療など

1,400万Tg（2005年） 、

政府：健康保険基金＝２：３

人件費800万 Tg

28,252人（訪問診療や予防接種も

含む、2005年）、主な疾患は呼吸

器系疾患、消化器系疾患である。

な　し

な　し

な　し

身長・体重測定器、聴診器、血

圧計、婦人科診察台など。

特定の薬局より医薬品を購入す

る。

超音波検査や心電図検査対象者

は診断センターへ搬送。

・2006年CDCから冷蔵庫の供与

・移動手段がない。

・超音波診断装置の不備

・准医師と看護師はほぼ同様な

仕事をしている（予防接種、高

齢者の健康相談、一般用健康

相談、妊婦指導など）。

・ウランバートル市での２年間

の専門教育への参加は、経済

的な点や家族の事情で難しい。

Baatar Khairkhanファミリ病院

西部地域診断治療センターか

ら車両で15分

7,250人

平日：8:30～17:30、土・日：

休み、緊急には呼び出し

な　し

総職員数：７人

医師２人（小児科１、内科

１）、准医師４人（助産）

診察室、処置室、婦人診察室、

注射室など

一次レベルの保健医療サービ

スを提供。健康診断、予防接

種や産前検診、訪問診療など

1,800万 Tg（2005年）、

政府：健康保険基金＝２：３

人件費600万 Tg

31,000人（訪問診療や予防接

種も含む、2005年）

な　し

な　し

な　し

身長・体重測定器、聴診器、血

圧計、婦人科診察台など。

特定の薬局より医薬品を購入

する。

180人（2005年）を心疾患、脳

梗塞、腎疾患の治療のため診

断センターへ搬送。

・2006年CDCから冷蔵庫の供

与

・移動手段がない。

・医療機材（超音波診断装置、

心電計） や視聴覚機材の不備

・簡易検査キットの不備（尿

蛋白、血中の糖や蛋白が検

査できる程度）

・水の問題（井戸水を利用）

・医師２人、准医師４人が

ADB（1999年）、UNFPA　

（2004年）主催の研修を診

断センターで受講した。

・井戸掘りに200万Tgが必要

であり、配水管を引く費用

は自分たちで調達できる。

Buyantソム（村）病院
西部地域診断治療センターか

ら車両で30分

3,200人

平日：8:00～17:00:、土・日：

休み、緊急には呼び出し

10床

総職員数：17人

医師１人、准医師２人（助産、

統計担当）、看護師４人

診察室、処置室、婦人診察室、

注射室、分娩室、薬局、病室

一次レベルの保健医療サービ

スを提供。予防接種や産前検

診、訪問診療、正常分娩など

3,600万 Tg（2005年）

人件費1,800万Tg

3,620人（2005年）

348人（2005）

な　し

17件（2005年）

身長・体重測定器、聴診器、血圧

計、婦人科診察台、分娩台など。

定められた薬局より医薬品を

購入する。70種類ある。

患者の１％を心疾患、腎臓疾

患、出産などのため診断治療

センターへ搬送。

・2000年JICAから冷蔵庫の供与

・World Visionsからベッド一

式の供与

・検査 （一般検査、血液、尿）

機材の不備

・母子関連の医療機材（超音波

診断装置、保育器）の不備

・医師の不足

・医師は専門教育のためウラン

バートル市に滞在しているた

め現在は不在。同医師が元の

職場に戻ってくるかは不明。

・UNFPA、保健省主催の研修

を診断センターで 2005 年

医師や看護師が受講した。
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ホブド県

二次・三次レベル

ホブド県県庁所在地の中心、元の県総合病院が現在の診断センターになった。

ホブド県以外に４県（バヤンウルギー県、オブス県、ザブハン県、ゴビアルタイ

県）の人口14.5万人をカバーしている。

平日：8:30～ 17:30　、土・日：休日、緊急外来あり。24時間体制

255床

総職員数：319人

医師56人、看護師151人（准医師を含む）、薬剤師２人、検査技師10人

12（内科、外科、小児科、産科、感染症、結核、皮膚、眼科、耳鼻科、歯科、精

神、婦人）の診療室、手術室、分娩室、病棟、検査室、リハビリ室など

二次・三次レベルの医療サービスを提供。正常分娩も行っている。

10億Tg（2006年）

10,000人（年平均）

8,800人（年平均）

５室（分娩室１室を含む）、1,122件（2005年）、主な疾患は虫垂炎である。

964件（287件が帝王切開手術）

移動式レントゲン装置、超音波診断装置、超音波治療器、電気刺激治療器、胃内

視鏡、心電計、モニター、手術室設備、乾熱滅菌器、分娩設備など

特に問題なし

外来患者の半数、入院患者の１割が他の県から搬送されてくる。一次・二次レベ

ルの保健医療機関を介してか、あるいは直接来院かは不明である。

・2001 年日本からの医療機材の供与

・2002年ルクセンブルク国から超音波診断装置（オンライン診断システム装置付

き）の供与

・2003 年草の根無償で短距離用の無線機器の供与

・2004 年英国 NGOからリハビリ機材の供与

・UNFPAからリプロダクティブ・ヘルス関連の医薬品・機材の供与（年度不明）

・故障している医療機材（レントゲン装置、蒸留水ろ過装置、乾燥滅菌装置、胃

内視鏡など）や試薬が買えず検査機器（はかり、生化学検査機器など）が放置

されている。無停電装置を設置できずにいる。

・検査機器 （脳波形、CTスキャナー、心音計） の不足

・医師の不足

・若い人材がなかなか定着せず、民間病院に異動する。

・機材の維持管理技師の不在

・救急車 10 台のうち２台が故障している。

・遠隔診断システム室にはコンピューターが３台設置され、現在技師はウラン

バートル市で研修中である。

所在県名

レベル

位　置

カバー人口

診療時間

病床数

職員数

施設状況

医療サービス内容

財　源

外来患者数

入院患者数

手術室・件数

出産件数

主な医療機材

医薬品状況

患者の搬送状況

2000年以降の

支援状況

問題・課題

その他

表－ 10　ホブド県の西部地域診断治療センターの現況
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６．ドルノゴビ県

（1）大学分校

　生徒数 770 人〔男女比は１：5.3（男性 123人、女性 647 人）〕であり、出身地は東部３県、

ゴビ４県がほとんどである。

　学科は医学部（医師、准医師）は 373 人、看護学部（４年：125 人、２年：107 人）、薬学

部（120 人）、助産学部准医師（45 人）、伝統医療学部（医師数に含める）である。

　地方出身者が多いため、卒業後はそれぞれ地元に帰る学生が多い。

　予算は学費のみで賄われている（医学部＝ 33 万 Tg ／人／年、看護学部＝ 19 万 Tg、薬学

部＝ 25万Tg）。親が遊牧民、教師、医師である学生が多い。本校医学部の学費は 49万 Tg／

人／年であるため、少しでも安い学費を求めて入学を決める者もある。

　学生寮には学生の1/3が入居しており、１年間の寮費が９万Tgである。学生寮管理人には

分校の予算で、理容師や調理師等、管理人以外の仕事ができるよう専門学校で資格を取得さ

せている。理容師の場合であれば、学生寮の中の一室を理髪店とし、学生や地元の人々が利

用した際に学生寮に収入が入ることとなる。管理人人件費や学生寮維持費は学生の寮費で賄

うことができるため、副収入は教材や実習機材等の整備に回すことができる。

　地方出身者が多いため、卒業後はそれぞれ地元に帰る学生が多いが、さらにドルノゴビ県

では学生の地元定着をねらって、５年前から次のような契約を履行している。県、ドルノゴ

ビ分校、学生の３者で学生が２年以上村病院に勤務することを条件に「分校は、村病院に２

年以上勤務した場合には、専門教育の学費を免除する。県は、村病院に勤務する医師の住居

を確保し、住居費を負担する」。

　課題は下記のとおりである。

・准医師が最も一次レベルの医療を担い、その次は看護師であるのに、予算上、全く研修

が受けられない。そのため、20年以上勤務しているのに、卒業後、新しい知識を入れら

れない現状がある。

・県総合病院でほとんどの臨床実習を行うが、臨床実習に必要な機材がカバーしきれてい

ない。また、臨床実習の担当が院長１人である。

・公衆衛生学部が必要だが、健康科学大学や教育省から許可が出ない。

・受験制度の問題（入学試験の成績の良い受験生が医学部を選択する）で、医療関連に全

く興味のない学生が入学することになっている。

７．ダルハン・オール県

（1）大学分校

　ウランバートル市から北方向に 250km（四輪駆動車で２時間 45 分かかる）の距離に位置

しており、県総合病院と隣接している。

　同大学分校は 1969 年看護師の養成機関として設立され、数回名称を変更したが、1992 年

以降現在のメディカル大学である。

　学長の下に、副学長がおり、６つの学科に、会計課、伝統医療学の診療室、宿舎、情報セ

ンター（図書館、コンピューター室、印刷部）、協議会（学生、宿舎、社会活動、研修）から

成る。

　主な財源は学費であり、２億Tgである。その支出は60％が人件費である。2000年以前は
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教育省から暖房費の補助があったが、今は全くない。また、学生の６割は自費であり、４割

は国の国庫基金や県などから資金補助を受けている。　

　総職員数は 78 人であり、51 人が教師（医師が 30 人、看護師が６人、薬剤師が６人）であ

る。

　表－11のように、６つの学部があり、さらに、学部卒業後看護師のための１年半～２年の

期間の専門教育がある。主として４つのコース（ファミリ病院、リハビリ、助産、伝統医療）

があり、学生数は 15 人前後である。

　４年の教育年数のある看護師などは主として二次・三次レベルの医療機関へ就職し、2 年

の場合は一次レベルの保健医療機関に就職している。助産学部准医師は主として地方の一次

レベルの保健医療機関での出産に携わっている。

　ほとんどの学生がダルハン・オール県出身であり、地方における分校としての役割を果た

すために大学側としては他県から入学者を積極的に多くとりたいと考えているようである。

　就職は地元に残る割合が多く、ウランバートル市に就職する例は少ない。卒業生の就職率

は 70％である。

　2002 年に WHO による遠隔診断システムの研修、2004 年に看護師への臨床研修（近隣６

県から 10 人ずつ）が本分校で実施された。また、2002 年、ADBからコンピューターや机や

椅子などが供与された。

　保健省主催（ドナーの資金）の研修でリプロダクティブ・ヘルス、結核、伝統医療などに

関する研修を医師、看護師、准医師を対象に本分校で実施した。

　健康科学大学とはカリキュラムの改善、学生の評価試験の検討、同大学の講師による年数

回のセミナーの開催などで緊密な連携がある。

　同大学分校の問題と課題は下記のとおりである。

・教師、特に看護学専門の教授が不足している。

・実習の器具が不足しており、かなり古い器具を使用している。

・施設が狭くなっており、宿舎の１階を実習室や教室として使用している状況である。

・教材が不足しており、英語の教材をモンゴル語に翻訳して使用している。

学　科 教育年数 総学生数

１．伝統医療学部看護師 ４年 152人

２．伝統医療学部准医師 ３年 130人

３．看護学部准看護師 ２年 055人

４．看護学部 ４年 241人

５．薬学部 ３年 186人

６．助産学部准医師 ２年 107人

総　数 871人

表－ 11　学科別教育年数と総学生数
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